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在
宅
で
要
介
護
者
を
介
護
し
て
い
る
ご
家
族

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
１
か
月
あ
た
り
３
千

円
分
の
秋
田
市
共
通
商
品
券
を
贈
呈
し
ま
す
。

■
対
象
者

今
年
７
月
〜
12
月
の
間
、
要
介
護
４
ま
た

は
５
の
該
当
月
が
あ
り
、
①
介
護
保
険
料
の

所
得
段
階
が
１
〜
３
段
階
の
第
１
号
被
保
険

者
、
ま
た
は
、
②
市
民
税
非
課
税
の
第
２
号

被
保
険
者
を
自
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
の

か
た

※
商
品
券
の
相
当
額
は
、
右
の
期
間
中
の
１

か
月
単
位
で
算
定
し
ま
す
が
、
要
介
護
者

が
、
介
護
保
険
施
設
ま
た
は
医
療
機
関
へ

入
院
・
入
所(
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
除
く)
し
た
日
数
が
月
に
10

日
以
上
の
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
日
数
超
過
の
届

出
を
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

※
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業
や
家
族
介
護
慰

労
事
業
を
利
用
し
て
い
る
か
た
は
、
利
用

し
た
同
月
分
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
前
回
の
対
象
期
間(

１
月
１
日
〜
６
月
30

日)

に
条
件
を
満
た
し
て
い
た
か
た
で
、

７
月
に
申
請
し
な
か
っ
た
か
た
の
申
請
も

受
け
付
け
ま
す
。

■
申
請
方
法

１
月
14
日
(金)
か
ら
31
日
(月)
ま
で
、
介
護
保

険
課
、
河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー(

現
河
辺
町
役

場)

、
雄
和
市
民
セ
ン
タ
ー(

現
雄
和
町
役
場)

の
窓
口
に
あ
る
申
請
書
で
、
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
な
お
、
第
２
号
被
保
険
者
の
場
合
、

課
税
状
況
の
調
査
へ
の
同
意
書
が
必
要
で

す
。

■
商
品
券
の
贈
呈
時
期

対
象
者
を
確
認
の
う
え
、
申
請
書
を
提
出

し
た
窓
口
で
３
月
中
に
お
渡
し
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

介
護
保
険
課tel (

８
６
６)

２
０
６
９

農
業
委
員
会
で
は
、
１
月
１
日
現
在
で
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登
録
資
格
の

調
査
を
行
い
ま
す
。

名
簿
は
、
来
年
３
月
31
日
に
確
定
し
、
そ

の
後
１
年
間
、
委
員
の
選
挙
や
、
委
員
に
欠

員
が
生
じ
た
場
合
に
使
用
し
ま
す
。
名
簿
に

は
補
充
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
登
録
か

ら
漏
れ
る
と
資
格
が
あ
っ
て
も
投
票
で
き
ま

せ
ん
。
必
ず
登
録
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
耕
作
証
明
書
な
ど
の
証
明
も
登
録

者
で
な
い
と
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

■
登
録
資
格
の
あ
る
か
た

秋
田
市
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
17
年
３
月

31
日
現
在
で
、
満
20
歳
以
上
の
か
た
で
、
10

以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
か
た
、
ま

た
は
、
年
間
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い

る
同
居
の
親
族
と
そ
の
配
偶
者
。

■
調
査
方
法

登
録
申
請
書
は
、
農
政
協
力
員
を
通
じ
て

12
月
中
に
お
配
り
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
、
１
月
６
日
(木)
ま
で
、
お
近
く
の
農
政

協
力
員
へ
お
届
け
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

市
農
業
委
員
会
事
務
局

tel (

８
６
６)

２
２
７
０

秋
田
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
委
員

の
改
選
に
あ
た
り
、
ご
み
の
減
量
な
ど
に
つ

い
て
意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
く
委
員
３
人

(

任
期
２
年)

を
募
集
し
ま
す
。

審
議
会
は
年
３
回
程
度
、
平
日
の
日
中
に

開
き
ま
す
。
報
酬
は
審
議
会
１
回
に
つ
き
７

千
円
で
す
。

■
応
募
資
格

秋
田
市
に
住
所
の
あ
る
20
歳

以
上
の
か
た
で
、
本
市
の
他
の
審
議
会
な
ど

の
委
員
、
国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
ま
た

は
常
勤
職
員
で
な
い
か
た

■
応
募
方
法

ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル

に
関
す
る
800
字
以
内
の
小
論
文(

テ
ー
マ
を

つ
け
て)

に
略
歴
を
添
え
て
、
１
月
14
日
(金)

ま
で
郵
送
か
Ｅ
メ
ー
ル
で
、
〒
０
１
１
ー
０

９
０
４
秋
田
市
寺
内
蛭
根
三
丁
目
24
ー
３

環
境
部
環
境
総
務
課tel (

８
６
３)

６
６
３
３

Ｅ
メ
ー
ル
　ro-evm

n@
city.akita.akita.jp

家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
建
物
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
家

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-人口16.12.１現在

●人口／318,173人 (+132)
●男／151,526人 (+ 63)
●女／166,647人 (+ 69)
11月分・出生 209人

・死亡 218人
・転入 697人
・転出 556人

（）内は前月比

●世帯／127,786世帯(+97)

農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
登
録
を

２

秋
田
市
廃
棄
物
減
量
等

推
進
審
議
会
委
員
を
募
集

３

在
宅
介
護
し
て
い
る

ご
家
族
へ
商
品
券
贈
呈

１

家
屋
に
変
更
が
あ
っ
た
ら

早
め
に
資
産
税
課
へ

４

ア
ー
ル



屋
の
取
り
壊
し
や
一
部
減
少
な
ど
、
建
物
に

変
更
が
あ
っ
て
、
ま
だ
届
け
出
を
し
て
い
な

い
か
た
は
、
早
め
に
資
産
税
課
ま
で
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

資
産
税
課
家
屋
担
当

tel (

８
６
６)

２
０
５
７

１
月
11
日
(火)
か
ら
20
日
(木)
ま
で
、
市
町
合

併
に
伴
う
作
業
の
た
め
、
住
基
ネ
ッ
ト
に
関

連
す
る
事
務
の
取
り
扱
い
を
停
止
し
ま
す
。

住
基
ネ
ッ
ト
関
連
事
務

▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
申
請
・
交
付
な

ど
　
▼
広
域
交
付
住
民
票
の
交
付
　
▼
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
よ
る
付
記
転
出
・
転
入

▼
電
子
証
明
書
の
申
請
・
交
付
な
ど

ま
た
、
年
末
の
12
月
29
日
(水)
・
30
日
(木)
に
手

続
き
で
き
る
住
基
ネ
ッ
ト
関
連
事
務
は
、
本
庁

窓
口
で
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
申
請
・
交

付
の
み
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
両
日
の
自
動
交

付
機
の
利
用
は
午
後
５
時
ま
で
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

市
民
課

tel (

８
６
６)

２
０
１
８

１
月
４
日
(火)
か
ら
２
月
28
日
(月)
ま
で
、
ア

ル
ヴ
ェ
３
階
に
あ
る
市
民
交
流
サ
ロ
ン
の
開

所
時
間
が
「
午
前
９
時
〜
午
後
10
時
」
か
ら

「
午
前
９
時
〜
午
後
７
時
」
に
変
わ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

市
民
交
流
サ
ロ
ン

tel (

８
８
７)

５
３
１
２

市
内
の
小
・
中
学
校
に
通
う
お
子
さ
ん
を

お
持
ち
で
、
経
済
的
に
お
困
り
の
か
た
に
、

学
習
に
必
要
な
費
用
、
給
食
費
な
ど
の
一
部

を
援
助
し
ま
す
。

●
申
し
込
み

学
校
で
配
ら
れ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
書
い
て
、
各
学
校
ま
た
は
市
教

育
委
員
会
学
事
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

tel (

８
６
６)

２
２
４
３

就
学
援
助
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

７

１
月
４
日
〜
２
月
28
日

市
民
交
流
サ
ロ
ン
の

開
館
時
間
が
一
時
変
更

６

鈴木チヱさん

“この税が 一市二町の 輪を固め”

納税標語の入選作品が決定！
市と納税貯蓄組合連合会が、共催で募集した納税

標語の入選作品が決定しました。応募総数は79点。
第１席から第３席までの入選作品は看板やステッカ
ーなど、納税ＰＲに活用していきます。

佐藤修治さん　柏木武男さん　川村芳太郎さん　

納税課納税推進担当tel(866)2059

五十嵐一雄さん　小川尚さん　越中谷謙一さん　
臼井道隆さん　小林ユリ子さん　大塚幸絵さん　
臼木裕美さん　進藤祐子さん　豊田つる野さん　
進藤義雄さん

今野聡志さん　鈴木喜市郎さん

わたしは河辺町で生まれました。来
年の市町合併はとてもうれしく思って
います。秋田市、河辺町、雄和町の人
たちがみんな仲良くやっていければい
いなあと思いながら標語を考えました。

第１席

佳作

文化会館は１月17日(月)まで
通常どおり利用できます
１月18日(火)から始まる改修工事のため、大ホー

ル、展示ホールは下記の期間利用できませんが、１
月17日(月)までは通常どおり利用できます。

問い合わせ 文化会館tel(８６５)１1９１

３席

２席

問い合わせ

228万3千円
11月の家庭ごみなどの量は、基準年(平

成14年)の11月と比べて６㌧減り、先月末
の貯金額から６千円増えました。
冬を迎えるこれからが頑張りどころ。

今年度の目標(ごみ減量４千㌧、貯金額460
万円)に向けてがんばろう！

11月末現在の環境貯金は

＊御所野の総合環境センターで焼却・溶融したごみの量(資源化物を除く)

ち
ょ
っ
と
ず
つ

の
積
み
重
ね
が

大
事
で
す

11月の家庭ごみなどの量

年末年始のごみ収集
「家庭ごみ」＝12月30日(木)まで収
集

問い合わせ

年始は、「家庭ごみ」「資源化物」ともに
１月４日(火)から平常どおり収集します

１月10日(月)は祝日ですが、「家庭ごみ」「資源
化物」の両方を収集します

祝日

環境業務課tel(８６３)６６３１

年始

年末

鈴木チヱさん

大ホール １月18日(火)から３月20日(日)まで
展示ホール １月18日(火)から２月28日(月)まで

なお、小ホールなど一部の施設は工事期間中でも
利用できますので、詳しくはお問い合わせください。

09 広報あきた　12月24日号

▲
▲

市
町
合
併
作
業
の
た
め

住
基
ネ
ッ
ト
関
連
事
務

を
一
時
停
止
し
ま
す

５


